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基幹系統の設備形成の在り方について
（新たな広域系統長期方針等の検討について）

2019年12月10日
広域系統整備委員会事務局

第45回 広域系統整備委員会
資料１



2マスタープランの検討に関する背景

 広域機関は、「広域系統長期方針」を２０１７年３月に策定。広域連系系統の設備形成に
関して「広域連系系統のあるべき姿」を掲げ、その実現に向けてコネクト＆マネージや費用便益
評価等の重点取組み事項を整理した。

 本委員会では、取組みの具体化に向けた検討を順次実施し、想定潮流の合理化やＮ－１電
制の先行適用など、一部の取組みは既に適用している。

 国の審議会では、再エネ大量導入時代に工期の長期化や系統費用の高額化に対して、電力
ネットワークコスト改革の方向性が示されるなど、これまで以上に合理的な設備形成と電源接続
のルールについて議論が行われている。

 さらに北海道胆振東部地震に伴う大規模停電の発生や台風、豪雨による災害など、電力シス
テム全体のレジリエンスの観点での設備形成に関しても多くの議論が行われている。

 これら議論では、継ぎ接ぎの設備形成ではなく、中長期的な将来の電力システムを見据えて設
備形成の方向性を示す電力系統に関するマスタープラン（以下、「マスタープラン」という）の必
要性が言及されている。

 加えて、電源接続に対して、全て系統増強で対応することは限界があり、こうした観点から一定
の規律の下、設備形成が行われるべきとの議論があった。
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これまでの基幹系統整備

• 電力需要の漸増に対応するため、大規模電源開発と系統整備を

総合的に評価した設備形成

環境
変化

将来を見通した基幹系統整備に係る課題

• 広範囲に系統混雑する一方で、実質的な設備効率は低下

• 電源計画・運用（将来の新規電源計画・休廃止計画など）

の不確実性の高まりによる系統計画の合理性確保の困難化

• 新規電源導入の円滑化

• 高経年流通設備の大量更新 など

将来潮流の考察

取組の方向性を整理するため、
広域連系系統の潮流分析を実施

• 既存流通設備の最大限活用による流通設備効率の向上

• 電源設備と流通設備の総合コストの最小化

• 費用対便益に基づく流通設備の増強判断

• 流通設備の計画的な更新及び作業の平準化 等

流通設備の
非効率化が進む

系統利用の
不確実性の拡大

確実性の高いシナリオを
ベースに系統整備

・人口減少・省エネ(節電)の推進により電力需要は横ばいから減少へ
・電力自由化の進展による新設火力の計画増加
・自然変動電源の大量導入
・系統の広域利用ニーズの拡大
・高経年流通設備の増加

3つの軸に沿って、適切に設備形成・運用されている状態
Ⅰ．適切な信頼度の確保
Ⅱ．電力系統利用の円滑化・低廉化
Ⅲ．電力流通設備の健全性確保

広域連系系統のあるべき姿

あるべき姿の実現に向けた取組の方向性

（参考）2017年3月に策定した広域系統長期方針の概要

 広域機関は2017年３月に広域系統長期方針を策定しており、中長期的な設備形成の課題
に対応する広域連系系統のあるべき姿を実現する基本的な方向性を示した。

第１９回広域系統整備委員会 資料２(一部修正) 



4（参考）再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
中間整理（第３次）

【次世代電力ネットワークの在り方】抜粋



5（参考）第４回脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会



6本日ご議論いただきたい事項

 本委員会では、現在の広域系統長期方針に基づき実施した新たな仕組みと、今後更なる検討
の深掘りが必要な課題を改めて整理した上で、合理的な設備形成に関する検討のスコープと方
向性、今後の検討の進め方について、ご議論いただきたい。

 このため、今回、広域系統長期方針や広域系統整備計画等との関係性を含めたマスタープラン
の位置付けを整理したい。



7基幹系統の設備形成の在り方について 本日の議題

１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り

（１）広域系統長期方針策定以降の新たな仕組みについて
（２）設備増強に関する判断の仕組み（規律）
（３）設備形成に関する判断の仕組みと今後の課題（規律、高経年化）
（４）広域連系系統の増強計画等の状況と今後の課題
（５）ノンファームを踏まえた混雑管理の仕組み等

２．マスタープランの位置付け整理

３．マスタープラン完成までの進め方

４．まとめ



8１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り
（１）広域系統長期方針策定以降の新たな仕組みについて

基幹系統

連系線

信頼度基準
電源申込み等
（計画策定プロセス）

設備増強の判断 増強費用負担

一般負担

系統利用

利用計画

ファーム

固定費（課金）

小売
事業者

信頼度基準
電源申込み
（募集プロセス）

一般負担
上限1.5~4.1万円/kＷ

基幹系統

連系線

信頼度基準
費用便益評価

（計画策定プロセス）

一般負担
（全国負担の導入）

間接オークション

ファーム ノンファーム
増強なし
(負担なし)

小売
事業者

発電
事業者

一般負担
上限一律
4.1万円/kＷ

長期方針策定時（策定前）

特定負担

特定負担

電源申込み
（一括検討）

導入又は一定の方向性が整理された仕組み

設備増強の判断 増強費用負担系統利用 固定費（課金）

 国での検討状況も含め、広域連系系統の設備形成に関する仕組みは変化。それぞれの検討に
おいて、他の仕組みとの整合も図りながら検討を進めてきた。

特定負担



9１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り
（２）設備増強に関する判断の仕組み（規律）

 マスタープランを検討するにあたって、系統計画全体を、いつ、どのように定め、どのような負担で実
施していくのか、その判断をどのように行うか、といった大きな仕組みを前提に整理していくことが必
要である。

 マスタープランの核となる仕組みは、費用便益評価による規律であり、社会全体の便益で判断す
る必要がある。これらは、地域間連系線の増強判断に既に適用している。

要件 要件の評価結果 系統増強の取扱い 電源接続の取扱い

費用対
効果

費用対効果あり 系統増強実施 ファーム型接続※１

費用対
効果なし

電源接続時に系統増強
しても費用対効果がない
が、系統改修時にあわせ
て増強することで費用対
効果がある場合

系統改修計画時に改めて増強判断 ノンファーム型接続
（増強後、ファーム型接続※1）

系統改修にあわせて増
強したとしても費用対効
果がない

想定したシナリオの範囲内では増強しない
ただし、想定したシナリオ外の変化があれば
再検討（定期評価の中で確認） ノンファーム型接続

明らかに費用対効果が
ない（工事の難易度が高く工
事費が著しく高額）

基本的に増強しない
ノンファーム型接続

ノンファーム適用系統(費用対効果なし)

ノンファーム適用系統(判断保留)

ノンファーム適用系統(工事困難)

※1:増強完了までは暫定接続可 系統増強、電源接続の取扱い（ノンファーム適用系統に関する検討）の評価枠見直しは、次回以降議論予定

第４４回広域系統整備委員会 資料４



10１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り
（３）設備形成に関する判断の仕組みと今後の課題（規律）

 広域機関は系統の設備形成に関する専門的な見地から、費用便益評価による規律を仕組み
として適切に行うことが重要である。

 一方、現在、国の審議会において持続可能な電力システムの構築や再エネの主力電源化に関
する検討が始まっており、系統の設備形成についても、引き続き、こうした議論と一貫性のある検
討が必要となる。



11１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り
（３）設備形成に関する判断の仕組みと今後の課題（高経年化）

 現在の広域系統長期方針において、送電設備の高経年化について課題提起している。

 マスタープランを検討してくうえでも、設備増強だけでなく、客観的な評価の下で適切に改修が行
われる仕組みを構築する必要がある。

 このように、合理的な設備形成やレジリエンスの観点からも、広域機関は、高経年化に関する対
応について、一定の役割を果たすことが重要ではないか。
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2015年度末 鉄塔（66kV～500kV）：電圧別

DC250 500kV 275kV 220kV 187kV 154kV 132kV 110kV 77kV 66kV

 流通設備の経年物量分布の例 鉄塔基数（500kV～66kV）： 約248,000基

これらの更新工事への
対策が必要

至近年の取替および新設の
実績：約1,000基／年

広域系統長期方針（一部修正）



12
１．広域系統長期方針に基づく取組みの振り返り

（４）広域連系系統の増強計画等の状況と今後の課題

 具体的な系統増強に関する検討は、一定の方向性を示したものや継続的な評価が必要とした
もの、新たに系統増強の要否について整理が必要なものなど、引き続き評価が必要となっている。

北本90万kW（2019）
新々北本+30万kW増強

基幹送電線の新増強設
東北北部募プロ

約390万kWの再エネ接続

東北東京間連系線
＋約500万kW増強

（2027)

東京中部間210万kW（2020）
＋90万kW増強（2027）

継続的に評価

千葉方面基幹系統
ノンファーム適用系統に整理
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 新々北本新設検討時の費用便益評価は、主要項目である燃料費およびCO2対策費削減効
果で便益を算定した。

 なお、新々北本新設は、必要供給予備力の節減や、容量市場開設に伴う広域的な供給力調
達といった、アデカシー※の観点でも一定の効果はあると考えられるものの、容量市場開設前では
価格動向や市場分断発生状況を予測出来ないことから、金銭価値換算は困難としていた。
※アデカシーとは、需要に対する適切な供給力及び送電容量が確保されること。
なお、セキュリティとは、電力系統に故障が発生した場合も周波数、電圧、同期安定性等が適切に維持されること。

 このため、アデカシーについては、来年度から開始される容量市場の結果を踏まえ、便益項目に
織り込む検討が必要である。

 また、アデカシー以外についても、金銭価値換算できるものは便益項目に織り込むなど、増強判
断に資する費用便益評価方法の検討・整理が必要である。

１．広域系統長期方針に基づく取組みの振り返り
（４）広域連系系統の増強計画等の状況と今後の課題



14１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り
（５）ノンファームを踏まえた混雑管理の仕組み等

 ノンファームの仕組みについては方向性が定まり、試行ノンファーム適用も開始したところ。今後、
系統の混雑管理の仕組みに関する検討が必要であり、勉強会を設置して議論を開始することを
検討している。（詳細は資料２参照）

 また、マスタープランの検討においては、設備形成に留まらず系統利用に関するルールを踏まえ検
討を行う必要があり、混雑管理の仕組みも重要な論点である。

 このため、勉強会でのアウトプットを具体的な仕組みに適用していくためにも、マスタープランに加え
混雑管理についても、後述（P25）する「広域連系系統の設備形成に関するマスタープラン及
び系統利用に関するルールの在り方に関する検討会（仮）」で議論を行う必要があるのではな
いか。



15基幹系統の設備形成の在り方について 本日の議題

１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り

（１）広域系統長期方針策定以降の新たな仕組みについて
（２）設備増強に関する判断の仕組み（規律）
（３）設備形成に関する判断の仕組みと今後の課題（規律、高経年化）
（４）広域連系系統の増強計画等の状況と今後の課題
（５）ノンファームを踏まえた混雑管理の仕組み等

２．マスタープランの位置付け整理

３．マスタープラン完成までの進め方

４．まとめ



16２．マスタープランの位置付け整理
（国のエネルギー政策との関係性）

 資源エネルギー庁の「電力ネットワークコスト改革に係る３つの基本方針」に示されるように、ネッ
トワークコストだけでなく発電コストも含め、全体としてコスト低減を実現する必要がある。

 国のエネルギー政策は、３Ｅ＋Ｓの原則の下、脱炭素化やイノベーションなど様々な観点で議
論が行われる。こうした議論を踏まえて、マスタープランを検討していく必要がある。



17２．マスタープランの位置付け整理（マスタープランとは）

 前述の国のエネルギー政策との関係性を踏まえ、マスタープランは、以下の方針等に反映してはど
うか。

 広域系統長期方針

 広域系統整備計画

 ノンファーム適用系統の特定

 現行の広域系統長期方針では、広域連系系統のあるべき姿等を整理しているが、マスタープラ
ンでは、エネルギーミックス等を踏まえ、日本全体を俯瞰し、将来の混雑系統に対し費用便益評
価を整理した「広域系統整備に関する長期展望」（Ｐ19～20参照）を追加する。

 なお、毎年度の供給計画等において、「広域系統整備に関する長期展望」の結果に影響が生
じる場合には定期的に確認を行い、必要に応じて評価することとしてはどうか。（Ｐ21参照）

 マスタープランの検討にあたっては、国のエネルギー政策のみならず、一般送配電事業者や発電
事業者、小売電気事業者等、電力流通設備の運用者・利用者とも連携を取りながら、全体最
適の観点で検討していく。

 なお、国のエネルギー政策の策定に重要な事項で、広域機関が整理した方が効率的なものは、
マスタープランを検討していく中で柔軟に対応していくこととする。

新たな仕組み

広域系統整備に関する長期展望(エネルギーミックス等を踏まえた費用便益評価)を追加



18２．マスタープランの位置付け整理（マスタープランとは）

エネルギー基本計画、エネルギーミックス

広域系統長期方針（概ね５年毎に見直し）
・「広域連系系統のあるべき姿」の提示
・「あるべき姿」の実現に向けた取組みの方向性
・広域系統整備に関する長期展望
（エネルギーミックス等を踏まえた費用便益評価）

広域機関

中長期的な方向性

個別の工事計画事業実施主体

国

連携

【電力系統に関するマスタープランの全体像（イメージ）】

電
力
系
統
に
関
す
る

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

一般送配電事業者
発電事業者
小売電気事業者 など

連携

高経年化に関する
評価手法

※今後議論

ノンファーム適用
系統の特定

決定計画策定プロセスを経て決定
(国が関与する方向で議論中) 

広域系統整備計画
費用便益評価に基づく整備計画

供給計画等による定期的な確認



19

 広域系統整備に関する長期展望では、まずは、今あるエネルギー基本計画や供給計画をベー
スに将来の電源構成や需要動向等、10年程度の計画をベースにその先の将来変動についてシ
ナリオや感度分析にいくつかのパターンを設け、将来の混雑系統の状況など系統全体を俯瞰した
評価を行う。

 また、20~30年先の将来を想定する場合、大きな社会情勢の変化や非連続なイノベーションな
ど、系統の設備形成を考える上では様々な不確実性を含んでいる。このため、長期展望では、
10年より先の将来などエネルギー政策として示される将来像からバックキャストで検討することも
考える必要がある。

ベース
シナリオ

燃料
コスト CO2

価格

費用
便益比

ベース
シナリオ

変化シナリオ

需要
エネルギー
ミックス

需要減少~需要増加

電源
エネルギー
ミックス

予定通り達成~達成遅延～エリアへの偏在導入

10年先を定期的
に確認

エネルギー基本計画
を踏まえた評価

現状 供給計画
１０年度目

【シナリオの設定イメージ】【将来想定のイメージ】

【感度分析の設定イメージ】

２．マスタープランの位置付け整理
（広域系統整備に関する長期展望）



20（参考）広域系統整備に関する長期展望（イメージ）

：費用便益があり増強が望ましい系統
：費用便益はないが系統改修計画まで判断を保留する系統
：費用便益がなく情勢変化がなければ増強を行わない系統
：費用便益がなく増強を行わない系統

凡例に基づき系統を色分け

 広域系統整備に関する長期展望で示す個別系統の評価イメージは以下のとおり。



21（参考）定期評価のイメージ

➀.供給計画
（前年）

②.前提条件の設定

(1)潮流想定の検討パターン設定
(2)費用便益評価のシナリオ設定

③.混雑系統の抽出

(1)広域メリットオーダーシミュレーションに
基づくパターン設定毎の広域連系系
統潮流を想定し、混雑系統を抽出
※「想定潮流の合理化」の前提とな
る稼働、非稼働電源の評価含む

第４２回広域系統整備委員会 資料６ー（１）一部修正

⑦.供給計画⑧.定期評価

増強

⑤.広域連系系統の評価
(1)課題箇所の抽出と検討の優先順位付け

・信頼度評価
・費用便益評価
（ノンファーム適用系統の特定含む）

④.系統状況の把握

(1)信頼度基準に基づく増強計画、廃止計画
・信頼度評価
・概算対策費用
・設備の高経年化状況、改修計画
・系統事故実績 等

(2)ノンファーム適用系統の抽出
(3)混雑解消に必要な概算対策費用の算定

⑥.計画策定プロセスの開始
※計画実施判断における費用便益評価
も踏まえ実施

・需要想定
・電源開発計画
・系統増強計画

・アクセス情報



22（参考）計画策定プロセスの広域的取引の環境整備に関する検討開始要件

「計画策定プロセス」は、以下により開始する。
一 広域機関の発議
二 電気供給事業者の提起
三 国の審議会等からの要請

「広域機関の発議」は、以下の観点から、送配電等業務指針で定める検討
開始要件により判断する。
ア 安定供給 ：大規模災害等の場合において、電力の融通により安

定供給を確保する観点
イ 広域的取引 ：現に発生し又は将来発生すると想定される広域
の環境整備 連系系統の混雑等を防止し、広域的な電力取引の環

境を整備する観点

広域的取引の環境整備に関する検討開始要件は以下のとおり。

ア 連系線の利用実績

イ 市場取引状況

ウ 地内基幹送電線の制約による出力制限の実績

エ 電気供給事業者の増強ニーズ

オ 連系線に直接影響を与える系統アクセス

カ その他広域的取引の環境整備を行う必要性が認められる蓋然性が高く、本機関が広域系統整備を検討すべき合理性が認められる場合

要件適否の状況を取りまとめ、広域系統整備委員
会に報告するとともに公表する。

四半期に１回

業
務
規
程

送
配
電
等
業
務
指
針

第26回広域系統整備委員会資料2一部修正

年に一回

 定期評価の仕組みの導入により、これまで業務規程・送配電等業務指針に規程していた計画
策定プロセスの検討開始要件は見直す予定。



23２．マスタープランの位置付け整理
（マスタープランの導入時期等）

 エネルギー基本計画と連動しながら検討を行うことを想定すれば、増強を行わないノンファーム適
用系統は、随時判断していくことでよいが、増強を行う判断は、慎重な検討が必要となる。

 このため、次期エネルギー基本計画の動向も見つつ、2022年春頃を目指してマスタープランを完
成させることでどうか。

 なお、個々の計画やノンファーム適用系統の判断などマスタープランの完成を待たず、実施できる
ものは都度実施する。

 また、シナリオの不確実性を考慮しても明らかに便益がある場合や供給信頼度上必要な増強に
ついては、必要に応じて詳細な評価を行うこととしてはどうか。

2017.3 2022.春頃 2027.春頃

・・・・・

マスタープランの検討

2020.4

★マスタープラン完成

広域系統長期方針

費用便益による広域系統整備計画

ノンファーム適用系統の特定

・・・・・

エネルギー基本計画

★マスタープラン完成
連動

現行ルールで進んでいる広域系統整備計画

広域系統長期方針

定期評価



24基幹系統の設備形成の在り方について 本日の議題

１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り

（１）広域系統長期方針策定以降の新たな仕組みについて
（２）設備増強に関する判断の仕組み（規律）
（３）設備形成に関する判断の仕組みと今後の課題（規律、高経年化）
（４）広域連系系統の増強計画等の状況と今後の課題
（５）ノンファームを踏まえた混雑管理の仕組み等

２．マスタープランの位置付け整理

３．マスタープラン完成までの進め方

４．まとめ



25３．マスタープラン完成までの進め方（検討体制）

 広域機関は、マスタープラン完成に向けて、エネルギー政策とも整合した一貫性のある仕組みを
構築するために、資源エネルギー庁と協調して検討を行う必要がある。

 このため、広域機関を事務局とする新たな検討会を設置し、検討結果が広域系統長期方針等
の広域機関ルールに関わる事項は、広域系統整備委員会で付議する。

 また、資源エネルギー庁を共同事務局とし、国における検討が必要な事項は、国の審議会で検
討することとしてはどうか。

エネルギー政策、エネルギーミックスに関する検討
増強費用負担、固定費（課金）に関する検討

マスタープランに関する付議
広域系統長期方針に関する付議
広域系統整備計画に関する付議
ノンファーム適用系統の特定に関する付議

各種制度の見直し 広域機関ルールへの反映

国：審議会等 広域機関：広域系統整備委員会

マスタープラン完成に向けた検討
評価に用いるシナリオ、費用便益評価の手法等

混雑管理も含めた系統利用と費用負担の仕組みに関する検討

国と広域機関の共同事務局：広域連系系統の設備形成に関するマスタープラン及び
系統利用に関するルールの在り方に関する検討会（仮）

連携連携

決定決定



26３．マスタープラン完成に向けたスケジュール

 マスタープラン完成に向けたスケジュールは以下のとおり。ただし、次期エネルギー基本計画の検
討状況などを踏まえて柔軟に対応する。

 また、整理できたルールは、マスタープラン完成を待たず順次適用していくこととする。

２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度

広域系統整備委員会
[事務局：広域機関]

広域連系系統の設備
形成に関するマスター
プラン及び系統利用に
関するルールの在り方
に関する検討会(仮)
[事務局：エネ庁・広
域機関(共同)]

マスタープランの基本
的な考え方

◆
今回

◆ ★マスタープラン完成
(規程類の見直し含む）

マスタープラン完成に向けた検討

以降、定期評価を
行い、マスタープランの
あるべき姿に向けた
取組みを加速化

混雑管理も含めた系統利用と費用負担の
仕組みに関する検討

定期的に
報告・審議

かつ
情報連携

整理できたルールは順次適用

◆ ◆ ◆ ◆

地内系統の混雑系統を
抽出できるツール開発

定期的に開催（頻度は検討中）



27基幹系統の設備形成の在り方について 本日の議題

１．広域系統長期方針等に基づく取組みの振り返り

（１）広域系統長期方針策定以降の新たな仕組みについて
（２）設備増強に関する判断の仕組み（規律）
（３）設備形成に関する判断の仕組みと今後の課題（規律、高経年化）
（４）広域連系系統の増強計画等の状況と今後の課題
（５）ノンファームを踏まえた混雑管理の仕組み等

２．マスタープランの位置付け整理

３．マスタープラン完成までの進め方

４．まとめ



28４．まとめ

 電力系統に関するマスタープランは、費用便益（規律）に基づく評価を基本原則として、エネル
ギーミックスや、系統利用に関するルール、費用負担の在り方など、国等で行われる検討と整合
を図り、「広域系統長期方針」 、「広域系統整備計画」、「ノンファーム適用系統の特定」などに
具体化するものとしてはどうか。

 本日のご議論を踏まえて、今後、議論の出発点としてマスタープランの基本的な考え方として整
理する。

 その後、国と広域機関を共同事務局とする「広域連系系統の設備形成に関するマスタープラン
及び系統利用に関するルールの在り方に関する検討会（仮）」を設置する。


